
松本看護大学 
 

教育の理念・目的 

                                                                        

 松本看護大学は、教育基本法ならびに学校教育法に基づき、医療保健福祉において、深く専門

の学芸を研究教授し、豊かな教養と専門学術および職業に必要な能力を修得させ、学生が自らの

人格を培うことを援助する。更に、地域社会における医療保健福祉の向上に貢献する人材を育成

するとともに看護学の発展に寄与することを教育の理念・目的とする。 

 


